
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

消防局　予防課　危険物係

危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認

消防法

第１０条第１項

（電話６５６－１１９３）

　危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認については、仮貯蔵等をしようと
する危険物の種類、数量、性質等に応じ、火災の予防上安全であるか
否かの観点から判断する。

　タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵に関しては、「タンクコンテ
ナによる危険物の仮貯蔵について」（平成４年６月１８日付け消防危
第５２号）による。
　震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱に関しては、「徳島市震
災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱に関する運用基準」による。

設定等年月日 平成２４年８月１日設定（令和３年４月１日最終変更）

標準処理期間 総日数　７日（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年８月１日設定（令和　　年　　月　　日最終変更）

（提出方法）
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書２部及び関係図書を添付し、徳島市消防
局長（消防局予防課危険物係）あて提出してください。
（手数料）
申請に伴い手数料５，４００円が必要となります。
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